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主任研究主幹 齊藤 千晶 

 

１．はじめに 

若年性認知症とは 65 歳未満で認知症を

発症した場合をいう。全国の若年性認知症

者数は約 35,700 人と推計され、発症時が 65

歳未満の人の最初の症状に気づいた年齢

は 54.4 歳であった１。65 歳以上の認知症高

齢者は 460 万人以上とされており２、若年

性認知症の人は認知症高齢者と比べ人数

が少ないため、医療や介護、福祉関係者の

間でも、その存在や特性については十分に

周知されているとは言えず、最初に受診し

た医療機関で診断されるのは半数程度で

あり、診断へのアクセシビリティの確保や

診断後支援の体制構築の必要性が指摘さ

れている１。また、本人たちは働き盛りの年

代で社会や家庭において中心的な役割を

担っており、就労や経済的な問題、子の養

育、親との重複介護等の複合的な課題を抱

えている。更に、若年性認知症の人とその

家族は、病気の特性や社会的な背景などに

よって孤立しやすく、適切な支援を受けな

いまま、疲弊している場合も少なくない。 

我が国では 2015 年に認知症施策推進総

合戦略３を策定し、その中で、若年性認知症

の人の視点に立った支援の拡充を図るた

め、若年性認知症の人の相談窓口をワンス

トップとし、本人のニーズにあった関係機

関やサービス担当者との調整役として、若

年性認知症支援コーディネーター（以下、

支援コーディネーター）設置事業が進めら

れ、2022 年 10 月時点で全都道府県と 10 指

定都市に配置されている４。支援コーディ

ネーターの業務は、個別ケースの相談対応

だけでなく、他の機関や職種との連携体制

の構築や若年性認知症に係る周知・啓発活

動、居場所づくり等と多岐にわたる３。本調

査では支援コーディネーターの活動実態

を明らかにし、今後の支援コーディネータ

ー設置事業をより良くする方策を検討す

るための示唆を得ることを目的として実

施した。 

 

２．調査方法 

調査対象者は全国の若年性認知症に関

する相談窓口 95 箇所に配置されている若

年性認知症支援コーディネーター142 名と

した。2022 年 11 月 25 日に無記名自記式の

調査票を発送し、締切日は 2022 年 12 月 16

日とした。また、葉書による再依頼を１回

行い、93 名（回収率 65.5％、47 都道府県中

41 都道府県、7 指定都市中 6 指定都市）か

ら回答を得た。なお、倫理的配慮として本

研究は社会福祉法人仁至会倫理・利益相反

委員会の承認を得て、依頼文に個人情報保

護、結果の取扱等を記載の上で実施した。

集計は新情報センターが担当した。 

 

３．調査結果 

（１）若年性認知症支援コーディネーター 

の配置状況 

配置先は認知症疾患医療センターを含

む医療機関が 48.4％で最も多かった。配置

人数の平均人数は 2.1 名で一人配置が

47.3％、複数配置が 52.7％で、支援コーデ

ィネーター業務を専任で行っている者が

43.0％、配置先の主業務と兼務している者
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が57.0％であった。配置先および配置人数、

勤務形態の組合せでは、「医療機関に一人

配置で兼務」が 19.4％で多かった（表１）。

 

表１ 回答者の属性（n=93） 

 

区分 
一人配置（n=44） 複数配置（n=49） 

専任 
（n=22） 

兼務 
（n=22） 

専任 
（n=18） 

兼務 
（n=31） 

認知症疾患医療センター
を含む医療機関 （n=45） 

12 
（12.9） 

18 
（19.4） 

3 
（3.2） 

12 
（12.9） 

公益社団法人 認知症の
人と家族の会  （n=17） 

5 
（5.4） 

2 
（2.2） 

7 
（7.5） 

3 
（3.2） 

家族の会以外の公益財団
法や NPO、社会福祉法人等 

 （n=31） 

5 
（5.4） 

2 
（2.2） 

8 
（8.6） 

16 
（17.2） 

上段は実数、下段は％を示す 

 

（２）若年性認知症支援コーディネーター 

の活動内容 

配置先の体制で実施可能な業務は、個別

相談業務では、「本人や家族との悩みの共

有」や「相談内容の確認と整理」、「利用で

きる制度、サービスの紹介」が 90％以上で

可能であった（図 1-a）。

 

図１ 支援コーディネーターとして、令和４年 10 月１日時点の体制で 

実施可能な業務内容（n=93） 

 

a: 個別相談業務に係る内容 

※できる：「十分できる」「まあできる」を合算、できない：「全くできない」「あまりできない」を合算 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

受診同行

本人、家族が交流できる居場所づくり

受診勧奨

利用できる制度、サービスの手続き支援

適切な専門医療へのアクセスと継続支援

利用できる制度、サービスの紹介

相談内容の確認と整理

本人や家族との悩みの共有

できる できない 業務ではない 無回答
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支援ネットワークづくりでは、「ネット

ワークにおける情報共有」は 80.6％が可能

であったが、「労働関係者との支援体制の

構築」は 58.1％ができないと回答した（図

1-b）。

 

b: 支援ネットワークづくりに係る内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若年性認知症の普及・啓発では、「支援

者・関係者への研修会の開催」は 65.6％が

可能であった（図 1-c）。

 

c: 若年性認知症の普及・啓発に係る内容 

 

 

 

 

 

 

 

就労・社会参加支援では、「インフォーマ

ルサービス（認知症カフェや交流会等）の

運営や参加」は 62.4％が可能であった。一

方で、特に「事業主や産業医等への周知・

啓発」、「両立支援の取組みの促進」等の就

労継続に係る内容はできない回答が多か

った（図 1-d）。 

これらの業務が実施可能な要因では

61.3％が「配置先の方針で若年性認知症の

支援に理解があるから」、実施困難な要因

は 48.4％が「関係機関や専門職とのネット

ワークの構築が十分でないから」、39.8％が

「兼務業務のため、時間がとれないから」

であった。（表２）。 
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労働関係者との支援体制（ネットワーク）の構築

ケース会議の開催

ケース会議への参加

医療関係者との支援体制（ネットワーク）の構築

福祉関係者との支援体制（ネットワーク）の構築

介護関係者との支援体制（ネットワーク）の構築

関係機関との課題の共有

本人が住み慣れた地域の専門職（地域包括やケア

マネ等）への支援コーディネーターの役割のつなぎ

ネットワークにおける情報共有

できる できない 業務ではない 無回答

55.9
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32.3

31.2

11.8

3.2

0

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

理解促進のためのパンフレット等の作成

支援者・関係者への研修会の開催

できる できない
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d: 就労・社会参加支援に係る内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 若年性認知症支援コーディネーターの業務実施に影響を与えている要因 

（n=93、複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務ができることに影響を与えている要因 実数 ％

配置先の方針で若年性認知症の支援に理解があるから 57 61.3

関係機関や専門職とのネットワークの構築があるから 53 57.0

これまでの自身のスキル（経験、知識等）の蓄積あるから 53 57.0

配置先の専門性により既に実施している業務内容だから 51 54.8

行政担当者の協力があるから 36 38.7

その他 2 2.2

無回答 7 7.5

業務ができないことに影響を与えている要因 実数 ％

関係機関や専門職とのネットワークの構築が十分でないから 45 48.4

兼務業務のため、時間がとれないから 37 39.8

若年性認知症の人への支援経験が不足しているから 29 31.2

行政担当者の協力が十分にないから 20 21.5

配置先や業務委託の契約上の条件があるから 3 3.2

その他 18 19.4

無回答 11 11.8
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26.9

28.0
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35.5
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36.6

45.2

45.2

57.0

62.4
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71.0

63.4

67.7

60.2

58.1

57.0

55.9

50.5

48.4

37.6

35.5

6.5

7.5

9.7

4.3

7.5

5.4

7.5

7.5
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6.5

4.3

2.2

1.1

0

0

0

0

1.1

0

0

0
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1.1

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事業主への周知・啓発

産業医への周知・啓発

ハローワークへの周知・啓発

社会資源の発掘や開発

両立支援の取組みの促進

就労継続のため企業・産業医との連絡調整

障害者就業・生活支援センターへの周知・啓発

地域障害者職業センターへの周知・啓発

意見交換会を開催し、若年性認知症の人のニーズ把握

介護サービス事業所における社会参加活動の促進

福祉的就労の促進

インフォーマルサービス（認知症カフェや

交流会等）の運営や参加

できる できない 業務ではない 無回答

インフォーマルサービス（認知症カフェや

交流会等）の運営や参加
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また、若年性認知症の人の就労支援や社

会参加に係る支援は 65 人（全体の 69.9％）

が行っており、その中で一般就労は 92.3％、

福祉的就労は 66.2％が支援していた。一般

就労の支援開始時期では、「就労中からの

支援」が 75.0％で最も多かった。支援内容

では就労継続が 65.0％、休職や退職の時期

や方法が 60.0％であった。更に、就労継続

支援B型事業所に係る支援を 88.4％が行っ

ていた（表３）。 

 

 

表３ 若年性認知症の人の就労支援（福祉的就労も含む）や社会参加に係る支援内容 

（令和３年度に支援を行った 65 名、複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援コーディネーター業務の実施から

得られた成果は 81 人（全体の 87.1％）が

「ある」と回答し、その内容は「若年性認

知症の本人に対する支援の方法の理解が

深まった」が 79.0％で最も多かった。一方

で、業務実施において 89 人（全体の 95.7％）

が課題が「ある」と回答し、その内 60.7％

が「支援コーディネーターについて地域住

区分 実数 ％

一般就労に係る支援 60 92.3

（一般就労に係る支援開始の時期　n=60）

就労中からの支援 45 75.0

休職中からの支援 25 41.7

休職後、復職中からの支援 11 18.3

退職後からの支援 40 66.7

（一般就労に係る支援内容　n=60）

就労継続 39 65.0

その内、障害者雇用 3 5.0

別会社での再就職 9 15.0

その内、障害者雇用 4 6.7

休職や退職の時期や方法 36 60.0

その他 4 6.7

無回答 4 6.7

福祉的就労に係る支援 43 66.2

（福祉的就労の内容　n=43）

就労移行支援 5 11.6

就労継続支援Ａ型事業所 6 14

就労継続支援Ｂ型事業所 38 88.4

生活介護 0 0

無回答 2 4.7

有償ボランティアに係る支援 11 16.9

無償ボランティアに係る支援 12 18.5

介護保険サービス事業所の利用に係る支援（有償・無償ボランティアは除く） 32 49.2

インフォーマルサービスの参加に係る支援（有償・無償ボランティアは除く） 23 35.4

その他 4 6.2



28 

 

民や関係機関の認知度や理解度が低い」を

挙げ、周知や理解、人員不足に関する課題

が多かった（表４）。 

 

 

表４ 若年性認知症支援コーディネーター業務の実施から得られた成果と課題 

（成果があると回答した 81 名、課題があると回答した 89 名、複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．考察 

若年性認知症の人は認知症高齢者より

も生存期間５や施設入所までの期間が長い

こと６、症状進行等により支援ニーズが変

化する中でサービスの継続性が重要とさ

れる７。現在、我が国では若年性認知症に特

化した社会保障制度はない。そのため、イ

ンフォーマルサービスも含めた既存の社

会保障制度を活用し、若年性認知症の人の

ニーズに合ったサービス内容の展開、制度

の横断的な利用８が求められており、関係

者のネットワークの調整役として、全都道

支援コーディネーター業務の実施から得られた成果（n=81） 実数 ％

若年性認知症の本人に対する支援の方法の理解が深まった 64 79.0

支援経験の積み重ねができた 63 77.8

若年性認知症の家族に対する支援の方法の理解が深まった 61 75.3

社会制度やサービスに関する知識が増えた 60 74.1

若年性認知症に関する周知・啓発方法の理解が深まった 55 67.9

医療関係者との連携が強化された 42 51.9

介護サービス事業者との連携が強化された 41 50.6

配置地域や市区町村の若年性認知症施策に関して提言する機会が増えた 40 49.4

行政関係者との連携が強化された 40 49.4

障害福祉サービス事業者との連携が強化された 38 46.9

企業や雇用主に対する支援方法の理解が深まった 27 33.3

その他 3 3.7

無回答 2 2.5

支援コーディネーター業務の実施上の課題（n=89） 実数 ％

支援コーディネーターについて地域住民や関係機関の認知度や理解度が低い 54 60.7

若年性認知症に関する支援について地域住民や関係機関の関心が低い 44 49.4

兼務で主業務が多忙のため余裕ない 40 44.9

若年性認知症の本人が支援を希望しない 27 30.3

配置人数が少なく余裕がない 27 30.3

若年性認知症施策行政担当者の協力が十分に得られない 24 27.0

認知症に関する支援について地域住民や関係機関の関心が低い 21 23.6

家族や親族が支援を希望しない 20 22.5

居場所づくりや就労支援の実践例がなく、ノウハウが分からない 20 22.5

十分な予算がない 17 19.1

啓発や研修のための具体的な方法がわからない 11 12.4

その他 13 14.6
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府県と一部の指定都市に支援コーディネ

ーターが配置されている。 

今回の調査から支援コーディネーター

の配置状況では、認知症疾患医療センター

を含む医療機関に一人配置で、主業務を兼

務している人が多かった。また、配置先で

の体制により個別相談業務は概ね可能で

あったが、就労支援に関わる労働・障害分

野の機関や人に対する普及・啓発活動や連

絡調整、労働関係者との支援体制の構築に

困難さを多く抱えていた。これらに与える

主な要因として、関係機関や専門職とのネ

ットワークの構築が十分でないことや兼

務業務のため時間がとれないことが挙げ

られた。支援コーディネーターは配置先等

から医療や介護分野で相談支援を主業務

としている者が多い。そのため、労働や障

害分野の関係機関や専門職と協働し、支援

した経験は十分でないと推測され、新たに

連携体制を構築していく必要があると考

えられる。また、支援コーディネーターの

多くは業務上の課題として、支援コーディ

ネーターに関する地域住民や関係機関の

認知度や理解度の低さを指摘している。支

援コーディネーター自身の周知が十分で

ないことも連携体制構築の阻害となって

いる可能性が考えられた。 

現在、都道府県・指定都市が運営主体と

なり若年性認知症施策総合推進事業を実

施しており、その中に、若年性認知症支援

ネットワーク構築事業が位置付けられて

いる９。これは若年性認知症の人が発症初

期から高齢期まで本人の状態に合わせた

適切な支援が図られるよう、医療、介護、

福祉、雇用の関係者が連携構築を図る会議

の設置と支援者に対して研修を行い、若年

性認知症に対する理解促進を図ることを

目的としている９。この会議や研修の開催

による連携体制の構築と支援体制の強化、

支援コーディネーターの周知と理解促進

等の効果が明らかとなっているが 10、全て

の都道府県・指定都市での開催には至って

いない４。認知症介護研究・研修大府センタ

ーでは、この会議や研修が効果的に実施で

きるよう手引書 11 を作成している。今後、

手引書の活用を含め、連携体制の構築や周

知・啓発の推進に向け、方策を検討する必

要がある。 

若年性認知症の人は発症時に在職中で

あることが多い１。配置転換等の適切な支

援により働き続けられることが示唆され

ているが 12、若年性認知症の人は他の病気

の人と比べて離職の発生率が高い 13。また、

職場の配慮等がなく、退職者が多いことも

明らかになっている１。病気や障がいの有

無に関わらず役割を持って人生を歩むこ

とは、自分の人生を自分らしく生きていく

上で大切なことであると考えられ、若年性

認知症本人からも働くことへの希望が挙

がっている 14。また、2023 年 6 月に「共生

社会の実現を推進するための認知症基本

法」（以下、認知症基本法）が執行され、そ

の基本的施策の一つとして認知症の人の

社会参加の機会の確保等に資する施策を

推進するとしている 15。調査結果から支援

コーディネーターは既存の社会保険制度

を活用しながら、一般就労や福祉的就労に

係る支援を積極的に行っていたが、支援の

プロセスや内容、課題等の詳細の把握には

至っていない。今後、認知症基本法に基づ

いた施策の進展により、若年性認知症の人

の就労や社会参加に係る支援がより一層

求められるであろう。支援コーディネータ

ーの支援内容の詳細やその効果等を示す

ことは施策推進に寄与すると考えられる。

更に、若年性認知症の人とその家族が住み
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慣れた地域の中で生活していくためには、

市町村レベルでの対応が必要である。その

際、支援コーディネーターの配置や支援の

あり方等について、更に検討する必要性が

あると考えられる。 
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